
平成２２年度 障害のある児童・生徒の就学相談について 

特別支援教育課 

 

１ 市町村就学相談委員会の設置状況（平成 23 年度） 

  単独設置 49、共同設置 19、委託 9 （市町村教育委員会数 77） 

 

２ 相談（判断）件数の状況                        （単位：件数） 

来入児 
小学校 

中学校 計 
 うち６年生 

694 1,346 589 249 2,289 

 

３ 就学相談委員会の判断結果と実際の就学の状況              （単位：件数） 

就学相談委員会の判断 

特別支援 

学  校 

特別支援 

学  級 

通 級 に 

よる指導 

通常の 

学 級 

就学

猶予 
計 

231 1,482 241 333 2 2,289 

 

実際の 

就学 

判断と同じ就学 187 1,350 236 332 2 2,107 

判断と異なる就学 42    132  5 1     180 

認定就学  2        2 

   

※「判断と異なる就学」の主な理由 

○保護者の希望   ○継続観察    ○当該学級未設置 等 

      

４ 相談（判断）件数の推移                        （単位：件数） 

 
相談（判断） 

件数 (A) 

実際の教育的措置  判断と異なる就学 

年 

度 

特別支

援学校 

特別支 

援学級 

通 級 に 

よる指導 

通常の 

学 級 
その他 

 
件数 (B) 

比率 

(B)/(A) 

16 1,513 141 803 100 463 6  245 16.2 

17 1,729 167 955 126 477 4  239 13.8 

18 1,731 222 990  94 415 10  203 11.7 

19 1,854 196 1,119 102 430 7  242 13.1 

２0 2,102 214 1,266 181 439 2  166  7.9 

２１ 2,144 184 1,328 177 453 2  198 9.2 

２２ 2,289 192 1,392 243 458 4  180 7.9 

  ※ その他の内訳（H22 は認定就学２、就学猶予 2） 

 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園、幼稚園

小・中学校 

・就学時健診 

・気づき 等 

保護者の 

意見聴取 

県就学相 

談委員会 

就 
 

学 

市町村 

就学相談委員会 

 

適切な就学先を 

判断 困難な事例 

協議・回答 

学
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判断と同じ 

判断と異なる 

相談 

特別支援教育推進員（県下４名） 

支援 

市町村 

教育委 

員会 

報告 通知 


